
【 凡 例 】
―― 緊急輸送道路(1次路線)
―― 緊急輸送道路(2次路線)
● 沿道建築物(耐震性不十分)

● 沿道建築物(耐震性あり)

● 沿道建築物(建替え済み等)

まちなか区域

耐
震
改
修
促
進
法

法
に
基
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く
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の
基
本
的
な
方
針
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第４次金沢市建築物
耐震改修促進計画 金

沢
市
地
域
防
災
計
画

金沢市における災害に強い都市
整備の推進に関する条例
（防災都市整備条例）

金沢市空き家等管理・活用計画

金澤町家保全活用推進基本方針
等

金沢市未来共創計画

（※全焼含む）

緊急輸送道路に接する敷地に立地し、地震時に
通行障害を発生させるおそれのある建築物

緊急輸送道路沿線（石引）

一戸建て住宅、共同住宅（賃貸以外）等

木造住宅が建て込む特別消防対策区域（菊川２丁目）

学校、病院、百貨店、事務所、
その他多数の者が利用する建築物等

（※用途ごとに高さ要件・規模要件あり）

多数の者が利用する建築物のうち
大規模なもの

（※用途ごとに高さ要件・規模要件あり）

■計画の位置づけ■

耐
震
化
を
取
り
巻
く
現
況

計画策定の背景

計画の目的

想定される大規模地震に対し、既存建築物の安全

性を計画的に向上させ、倒壊等から市民の生命及び

財産を守ることを目的とします。

計画期間

令和８年度～令和17年度（10年間）

計画の対象建築物

市内全ての住宅・建築物

（特に昭和56年5月31日以前に建築または着工された住宅、

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化・減災化を促進）

年月 できごと

R3. ３ 第３次金沢市建築物耐震改修促進計画策定（計画期間：R3年度～R7年度）

R5. ５ 令和５年奥能登地震発生（金沢市：震度４）

R6. １ 令和６年能登半島地震発生（金沢市：震度５強）

R6.11 令和６年能登半島地震の建築物構造被害に関する国中間報告（旧耐震木造建築物の倒壊割合が高い）

R7. ５ 石川県地震被害想定調査結果の公表（27年ぶりの見直し）

R7. ７ 法に基づく国の基本的な方針の改正 【目 標】耐震性が不十分なものを概ね解消
【目標年】住宅：R17年 要緊急安全確認大規模建築物：R12年

R7. 12 令和６年能登半島地震の建築物構造被害に関する国最終報告（非木造の杭基礎の安全性確保が必要）

市内の地域別の現況
●まちなか区域は、郊外部に比べて旧耐震基準の住宅の割合が

高いことに加え、狭隘道路に面して木造住宅が密集している

ことから、防災上の課題を抱えています。

■昭和56年以前に建築された木造住宅の割合■

●緊急輸送道路沿線には、中高層の旧耐震建築物が多数立地して

いますが、耐震診断未実施のものも多く、大規模地震の際には

倒壊や建築資材の落下等、通行障害が発生する危険性があります。

■昭和56年以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物■

【S56年以前の割合】
■ 80 ～100%
■ 60 ～ 80%
■ 40 ～ 60%
■ 20 ～ 40%
■ 0 ～ 20%

まちなか区域

多数の者が利用する建築物

要緊急安全確認大規模建築物

住宅

緊急輸送道路沿道建築物

※前面道路（L）の幅員が12m以下の場合は、高さが
「6m＋道路境界線までの距離」を超える建築物

■特に耐震化を促進する対象建築物■

第４次 金沢市建築物耐震改修促進計画（骨子）令和８年３月

計
画
の
背
景
・
目
的

p.1

資料：金沢市危機管理課資料（一部加筆） 資料：資産税家屋データ（R6.1月時点） 資料：金沢市資料（R8.3月）

【震度】
■７
■６強
■６弱
■５強
■５弱

※森本・富樫断層帯による地震の場合で
冬・夕18時・強風時の建物被害想定

地震被害の想定
●石川県の試算によれば、森本・富樫断層帯を起因とする地震が

発生した場合、市内では最大震度７の揺れによって、広範囲に

わたり建物被害が発生することが想定されています。

■森本・富樫断層帯による地表震度分布■

■金沢市の建物被害想定■

全壊：約35,900棟

半壊：約31,000棟

※朱書き部分は第４次計画の改定事項

＜通行障害建築物の要件＞

森本・富樫
断層帯



対象建築物ごとの課題

⑴住宅（耐震化） ⑵住宅（減災化） ⑶多数の者が利用する建築物 ⑷要緊急安全確認大規模建築物 ⑸緊急輸送道路沿道建築物

現況
■旧耐震住宅に住む65歳以上の割合■

資料：住宅・土地統計調査

■耐震改修以外の支援に関する要望■

資料：住宅居住者アンケート（R6.12月）

■用途別の耐震化率（R8.3月末）■

資料：R7実績値をもとにした推計値

■耐震化の状況（R8.3月末）■

資料：金沢市資料

■建築物の耐震化支援に関する要望■

資料：沿道建築物所有者アンケート（R6.10月）

・旧耐震住宅では建物自体の老朽化と

所有者の高齢化が進行している

・まちなか区域は、郊外部に比べて

空き家率が高く、金澤町家も集積

している

・高齢化や後継者問題を理由に工事に

至らない反面、減災化への要望がある

・能登半島地震により、耐震性への関心

が高まっている

・耐震化率は着実に向上しているが、

用途によっては進捗が低調である

（店舗・百貨店や病院）

・耐震性が不十分な残り７施設のうち、

２施設が建替えを検討中、５施設は

対応を検討中である

・建築物や設備機器等が老朽化し、建替

や除却を志向する所有者が一定数いる

・都心軸沿線を主として都市再生緊急整

備地域に指定されたが、沿線には耐震

性に課題のある建築物が多数立地する

課題

●目標達成に向けた耐震化の底上げ

●まちなか区域における耐震化に向けた

取組が急務

●金澤町家や空き家等に対する取組強化

●現居住者が対応可能な対策を提案し、

減災化への取組を強化

●所有者の子世代や遠方の所有者を

含めた耐震化・減災化への意識づけ

●目標達成に向けた耐震化の底上げ

●進捗が低調な用途の施設に対する

耐震化の促進

●各施設が抱える個別事情に沿った

耐震化の取組が必要

●耐震性の有無を把握することにより、所

有者を耐震化に向けて動機づけることが

必要

●都市再生緊急整備地域の指定を契機に、

建替えや除却を含めて地域防災力を向上

家具の転倒防止など手軽な対策

住宅の耐震性を手軽に知ること
ができる制度

2.1万戸

（4.5万戸）

2.2万戸 2.2万戸 1.9万戸

■世帯主が
65歳以上

一室だけの地震対策（ｼｪﾙﾀｰ）

費用面や住宅の活用方針などに
関する専門家の助言や支援

建替えに対する支援

除却に対する支援

耐震性のある住宅への引越し費用
の支援

除却に対する補助

建替えに対する補助

耐震に関する低金利の融資

費用面や建物の活用方針などに
関する専門家の助言や支援

補助申請手続きの迅速化

法令等による耐震化の義務付け

引越し費用や仮設店舗設置費用
に対する補助

建築士や施工者の選定支援

耐震性あり
27施設

対象
34施設

耐震性不十分
７施設

建替検討中
２施設

対応検討中
５施設

取組方針１［視点：建築物の耐震化・減災化］

耐震化と減災化の手法による総合的な地震対策の推進

取組方針２［視点：地域特性等に応じた対策］

地域や建物の特性等に応じた的確かつ効果的な

地震対策の推進

取組方針３［視点：普及・啓発の充実］

耐震化・減災化を実現するための取組体制の充実

【基本理念】 「耐震化」と「減災化」による総合的な地震対策で被害を最小化し、人命を守る –耐震化の課題を減災化で補う‐

課
題
の
整
理

計
画
の
基
本
方
針
及
び
目
標

■耐震化率が
90％未満

p.2

成果

指標
⑴住宅※の耐震化

⑵自宅の減災対策を実施している
市民の割合

⑶多数の者が利用する建築物の
耐震化率

⑷要緊急安全確認大規模建築物の
耐震性不足解消率

⑸緊急輸送道路沿道建築物※の
耐震性不足解消率

現状値 93.7%（R8.3） 43.4%（R7.8） 94.2%（R8.3） 27/34施設：79.4%（R8.3） 21.3%（R8.3）
中間目標

（R13.3） 97% 75% 97% 全施設が耐震化の対応方針決定 40%
最終目標

（R18.3） 耐震性不十分を概ね解消 減災対策を概ね全数が実施 耐震性不十分を概ね解消 耐震性不十分を概ね解消 耐震性不十分を概ね半数解消

【基本的な取組方針】

（N=97）

※まちなか区域・１次路線沿い※金澤町家及び空き家を除く

※朱書き部分は第４次計画の改定事項

（N=171）



住 宅 多数の者が利用する建築物 緊急輸送道路沿道建築物
重点区域 重点建築物 重点路線

対
象
建
築
物
の
イ
メ
ー
ジ

一戸建て住宅

共同住宅（賃貸以外）

学校 病院

百貨店 事務所 など

（※用途ごとに高さ要件・規模要件あり）

緊急輸送道路に接する敷地に立地し、
地震時に通行障害を発生させる
おそれのある建築物

（※高さ要件あり）

耐

震

化

・旧耐震基準の住宅の耐震改修を

優先的に促進

◎被災木造住宅の耐震化を支援

（耐震改修及び建替え）

◎防災上課題のある区域に立地

する旧耐震基準の住宅の除却

を促進

・旧耐震基準の建築物の耐震化を

優先的に促進

◎耐震改修に加えて、建替えや

除却による耐震化を誘導

・旧耐震基準の建築物の耐震化を

優先的に促進

◎耐震改修に加えて、建替えや

除却による耐震化を誘導

◎まちなか区域の緊急輸送道路

（第１次路線）の沿道建築物

について、耐震化を強化

減

災

化

・住宅の倒壊リスク軽減のため

段階的な構造補強を支援

・安全空間の確保による地震対策

（耐震シェルター等）の普及

・地震時の被害軽減のため家具固

定や感震ブレーカー設置を啓発

◎金澤町家の構造特性を活かし、

本来の性能が発揮されるよう、

適切な修理や補強等を支援

（歴史都市推進課と連携）

・非構造部材の減災対策を啓発

・エレベーター等の安全対策装置

の設置を啓発

・非構造部材の減災対策を啓発

・エレベーター等の安全対策装置

の設置を啓発

普
及
啓
発
（
所
有
者
）

◎建築年次を問わず建築物所有者

への啓発活動

◎空き家所有者への適正管理啓発

（空き家活用室と連携）

・耐震アドバイザー派遣による

耐震化への動機付け

・個別の耐震相談会の開催

◎新耐震木造住宅（S56～H12）

の耐震性能の検証法を周知

◎杭基礎の安全確保に係る啓発

・アクションプログラムに基づく

特別消防対策区域での戸別訪問

◎金澤町家の地震対策や耐震性能

向上に向けた啓発

（歴史都市推進課と連携）

◎防災まちづくり協定締結区域等

での除却を含めた耐震化の啓発

（市街地再生課と連携）

◎建築年次を問わず建築物所有者

への啓発活動

・耐震アドバイザー派遣による

耐震化への動機付け

◎杭基礎の安全確保に係る啓発

・所有者への意向確認等による

耐震化への動機付け

◎建築年次を問わず建築物所有者

への啓発活動

・所有者に対する啓発チラシ等の

配布

・耐震アドバイザー派遣による

耐震化への動機付け

◎杭基礎の安全確保に係る啓発

◎都市再生緊急整備地域内の建築

物の更新・集約化

（市街地再生課と連携）

普
及
啓
発
（
所
有
者
以
外
）

■町会

・かがやき発信講座や防災訓練等

の機会を通じた意識啓発

■事業者（住宅事業者）

・「いしかわ住宅耐震ネットワー

ク協議会」による連携の継続

■事業者（福祉事業者）

◎地域包括支援センター等を通じ

た高齢者向けの情報発信

（福祉政策課と連携）

■その他

◎小学生等向けの防災教育の実施

（危機管理課と連携）

■町会

・防災まちづくり協定の締結機会

等を捉えた機運の醸成

■商店街組織

◎商店街組織向けの啓発活動

（商工労働課と連携）

計画のフォローアップ

主な取り組み
耐
震
化
・
減
災
化
の
施
策

中間目標の状況確認
計画フォローアップ

取り組み実施計画策定

Ｒ７

第４次計画の計画期間（10年）

（R８年度～R17年度）

法改正や社会情勢等の変化に応じて適宜見直し

取り組み実施 次期計画策定次期計画策定に
係る基礎調査

Ｒ12 Ｒ16Ｒ８～11 Ｒ13～16

p.3

【まちなか区域の緊急輸送道路第１次路線】
【◎最重点：都市再生緊急整備地域の

緊急輸送道路第１次路線】

【要緊急安全確認大規模建築物】【まちなか区域】
【最重点：特別消防対策区域】

Ｒ17

※朱書き部分は第４次計画の改定事項

ホテル

飲食店

飲食店 病院

ホテル
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